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～住宅対象侵入窃盗の発生実態(平成23年中)～
　昨年の住宅対象侵入窃盗の発生件数は、4，189件で、前年に比べわずかではありますが27件増加
しています。なかでも、空き巣は3，233件で、全体の約77％を占め、229件(7．6％)増加しています。これから夏場に
向け多発することが予想されます。玄関や窓、勝手口等のカギのかけ忘れをすることがないよう、また、施錠の確認な
どしっかりとした防犯対策をしましょう。

　住宅などの建物に侵入し、金品を盗む侵入窃盗事件
が多発しています。防犯性能の高いカギの取り付けや、
死角をなくすために、外周からも見通しの良いように
工夫するとともに、ご近所同士が気軽に声をかけあえ
るコミュニティづくりに努めましょう。
★泥棒の下見
●郵便物や新聞が溜まっているか。
●雨戸やカーテンが閉まっているか。
●植木や死角になるものがあるか。
●犬はいるか。人通りはどうか。
★ドロボーが侵入をあきらめた理由
●補助錠が取り付けてあった。
●近所の人にジロジロ見られた。
●犬がいた。
●防犯カメラが取り付けられていた。
●面格子が付いていた。
★防犯上のポイント
・ちょっとの留守でも、玄関、窓、ベランダのガラス戸
　など戸締りをしましょう。
・カギのかけ忘れに注意しましょう。
・錠前は防犯性能の高いものを付けましょう。　
・出入口や勝手口には、補助錠を付けましょう。
・センサー付きのライトを取り付けましょう。
・窓の下や壁際等に足場に利用される箱や台などを
　置かないようにしましょう。
・外出する時は、隣近所にひと声かけて留守を頼みま
　しょう。

◆住宅侵入窃盗の建物別発生状況(平成23年中)
　一戸建住宅での発生は、空き巣が約66％、忍込みが
約79％、居空きが約68％です。中高層住宅では、空き巣
が約13％、忍込みが約８%です。

★侵入手段
　「無締り」が全体の約44％、「ガラス破り」が約34％、
「合いかぎ」が３％を占めています。

★被害額

空き巣ねらい多発!! あなたの家は大丈夫ですか？
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住宅対象侵入窃盗の防犯対策
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　・空き巣　　　 ４位   (人口比順位　 ２位)
　・忍込み　　　 ９位   (人口比順位   13位)
　・居空き　　　 ２位   (人口比順位 　２位)
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もうけ話やうまい話　信用せずに疑って　まずは確認・相談を！

(2) 防犯 ふくおか防犯 ふくおか

　福岡県警は、改正福
岡県暴力団排除条例に
より、本年８月１日から
施行される、暴力団員
の立入りを禁止する標
章制度の受付をはじめ
ています。
　対象地域のスナックや居酒屋等の事業所の方からの
申込みを受けて、営業所の出入口に「暴力団員立入禁
止」の標章を掲示し、この標章が掲示された営業所へ
暴力団員が立ち入った場合は、立入りを中止させる命
令や再び立ち入ることを禁止する命令をかけること
ができることとなりました。
(命令に違反した場合は、罰則の対象となります。)

女性のみなさん危険はいつも背中あわせ・・・
自分は大丈夫と思っていませんか？
しっかりと自分で防犯対策を考えていますか？

～夜道の防犯チェック～
・道路は人通りが多く、明るいですか？
・携帯電話やメール、音楽を聴きながら
　歩いていませんか?
・後を振り返るなど確認をしていますか？　
・防犯ブザー等を携帯し、使用できる状態に
　なっていますか？
・自宅に入る前、玄関のカギをあけるとき、もう一度、周囲を確認していますか?

 今年に入り、県内では、社債や未公開株の金融関係の商品を勧めてお金を騙し取る悪質
な詐欺事件が多発しています。本年１月から３月までの発生件数は26件で、昨年中の24
件をすでに上回っています。被害者の多くが高齢者の女性です。また、振り込め詐欺も16
件(前年同期11件)と増加しており、これからも多
発するおそれがありますので、十分に注意しま
しょう。

★セキュリティ･アパート認定制度とは？
　住宅への侵入を伴う性犯罪や窃盗などの侵入犯罪
の防止と入居者の犯罪不安を解消することを目的と
して、アパートやマンションなどの賃貸集合住宅を対象
に防犯に関する一定の基準を定め、基準を満たした物
件を認定する制度で、昨年７月からスタートしていま
す。福岡県と県警が後援し、防犯設備の専門的な知識や
技術を持ったＮＰＯ法人「福岡県防犯設備士協会」が認
定を行っています。
★セキュリティ･アパートの認定基準は？
　●侵入されにくい構造･設備の完備
　　明るさや見通しの確保、強固な扉や　　
　　窓ガラスへの感知装置の設置等
　●外部への連絡手段の完備
　　玄関、浴室、寝室への屋外防犯ベル等と連動した
　　警報装置の設置等
★侵入犯罪等を防止しょう！
　セキュリティ･アパートと
して認定を受けたアパート・
マンションは入居者が安心
できる住環境が整備されて
います。
※詳細は、協会事務局にお
　問い合わせ下さい。
☎092-473-7710
ホームページ ｈｔｔｐ://ｗｗｗ．ｆｕｋｕｏｋａ-ｂｏｓｅｔｓｕｋｙｏ．ｊｐ/

●暴力団排除特別強化地域内にスナッ
　クや居酒屋などの営業所を置く特定
　接客業者の方は、公安委員会が定め
　る標章を掲示することができます。
(特別強化地域～福岡市、北九州市、久留米
市、大牟田市及び飯塚市の主要繁華街)
●暴力団員は、標章が掲示されている
　営業所に立入ることが禁止されます。
●標章を壊したり、汚したりすることなどが禁止さ
　れます。

「暴力団員の立入禁止」標章制度

福岡県暴力団排除条例の改正･強化
(平成24年８月１日施行分)

「セキュリティ･アパート認定制度」
知っていますか？

認定されれば、認定証
と認定プレートが交付
されます。

性犯罪の防止　　夜道の一人歩き、人通りの少ない場所は要注意!!

悪質な詐欺が横行しています!!  もうけ話に騙されないで!!

犯人は、あなたを狙っています！
●一人歩きの女性の後をつけ、人気の
　ない場所で襲う。
●カギがかかっていない玄関やベラン
　ダなどを探して侵入する。
●住民を装ってマンションに侵入し、エ
　ントランスやエレベーター内、非常階
　段など人気のない場所に連れ込む。

など

★被害防止のポイント
●金融商品のパンフレットが送られても、信用しないよう 
　にしましょう。
●仕組み等が分からないのに利益が大きいなどのうまい
　話に乗らないようにしましょう。
●信頼できる業者かどうか確認するとともに、直ぐに契
　約等はしないようにしましょう。
●一人で決めず、必ず家族に相談し、おかしいと思ったら、警
　察や消費生活センター等の相談窓口に相談しましょう。
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ちょっと
　　待って！！

ちょっと
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安全･安心は　一人ひとりの　防犯意識と心がけ
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★通報により福岡県内において手りゅう弾
　等が押収されかつ、被疑者の検挙に至っ
　た事実を対象とします。
★実名による通報の場合は、その金額は通
　報により手りゅう弾等が１個押収された
　場合に10万円が目安です。

  匿名通報の取扱い
◆通報者が匿名を希望する場合には、氏名、住所等の確
　認に代えて、警察から示された情報の選別番号と暗
　証番号を告げ、警察に連絡することになります。
  報奨金が支払われない場合
◆手りゅう弾等が押収されない場合や被疑者が検挙さ
　れない場合。
◆提供された情報を、既に警察が把握している場合。
◆通報者が共犯者であったり、情報を得るために違法
　な行為があった場合や、その他報奨金を支払うこと
　が不適当と認められた場合。　など
※詳細は、県警ホームページをご覧下さい。

　６月５日は、国連の「世界環境デー」です。
　これは、昭和47年（1972年）にストックホルムで開
催された国連人間環境会議を記念して、日本の提案に
より同会議で決定され、同年12月の国連総会で決議
されたものです。
　日本では、「世界環境デー」にち
なんで、環境基本法により、６月５
日を「環境の日」と定め、また、福岡
県では６月を「福岡県環境月間」と
して、県民の環境問題に対する関心
を高めるとともに、環境保全意識
の啓発に努めています。環境省は、
　５月30日（ごみゼロの日）から６月５日（環境の日）
までの１週間を「全国ごみ不法投棄監視ウィーク」
と定め、廃棄物の不法投棄撲滅を呼びかけています。
◎福岡県警では、県や各市町村等と協力し、産業廃棄
　物の不法投棄事件だけでなく、一般家庭から出され
　るごみの不法投棄や不法焼却事件についても取締
　りを強化しています。

６月は「環境月間」です！
　　 ～６月５日は「環境の日」～

報奨金
の支払

通報受付：092-641-4444

実名･匿名を問わず、あなたの情報により福岡県内におい
て手りゅう弾等が押収され、かつ被疑者が検挙された時、
状況に応じて報奨金が支払われる制度です。

手りゅう弾110番報奨制度
求む！手りゅう弾情報!!

福岡県警からの情報提供のお願い！

～家庭のごみは、居住地の市町村の
ルールに従って処分しましょう。～

不法投棄ダメ！


